
別紙 第１号様式 学校名： No. 

就学援助費受給申請書（兼家庭調査票・兼認定台帳・兼課税資料閲覧同意書） 

 

■家族の状況■ ※居所や世帯が別でも生計を一にしている家族について全てご記入ください(行が不足の場合は2枚目を使用のこと) 

 
氏  名 続柄 生 年 月 日 勤務先(学校名学年等) 

上記住所と 

居 所 の 別 

申請者 上記申請者本人 ― 年  月  日   

世 

帯 

員 

名 

  年  月  日  同 ・ 別 

  年  月  日  同 ・ 別 

  年  月  日  同 ・ 別 

  年  月  日  同 ・ 別 

  年  月  日  同 ・ 別 

  年  月  日  同 ・ 別 

  年  月  日  同 ・ 別 

 

■申請の理由■（証明書類の添付については、裏面の＜申請書の添付書類について＞を参照ください。） 

前年度または当該年度において，次のいずれかの措置を受けた番号を○で囲んで下さい。 

下記３～８に該当する場合は、その証明書類（原本または写し）を添付願います。 

 （申請理由記入欄）申請の理由を必ず簡潔に記入してください  

   

   

   
 

■口座振替依頼書■（通帳の写しを添付してください。） 
 ※就学援助費（学校長へ委任したものを除く）を下記口座に振込願います。 

金融機関名 
銀行 ・ 信用金庫 ・ 農協 種

別 

１ 普通 

２ 当座 

口座番号(右詰めで記入) 

本店(所)・支店(所)・出張所        

口座名義人 
フリガナ  

漢  字  
 

※学校記入欄 ※教育委員会記入欄 

＜学校長意見＞ 

□ 援助が必要と認められる 

□ その他(                           ) 

  紫波町立       学校長              ㊞ 

    年  月  日受理 

    年  月  日付け 

準要保護対象として □認定 □非認定 

紫波町教育委員会 

１ 生活保護の停止又は廃止 ６ 国民健康保険料（税）の減免または徴収の猶予 

２ 市町村民税の非課税または減免 ７ 児童扶養手当の受給 

３ 個人の事業税の減免 ８ 生活福祉資金貸付制度による貸付け 

４ 固定資産税の減免 ９ その他経済的にお困りの方(２～８に該当しない方) 

５ 国民年金の掛金の減免   

紫波町長 様 

令和８年度の就学援助費を受給したいので申請します。また、就学援助の認定審査にあたり、私及び

世帯員の所得・課税状況を税務担当課に照会することについて同意します。 

令和８年  月  日 

住所  紫波町                      電話番号（   －   －   ） 

※住所はアパート名、部屋番号まで記入  

申請者(保護者)氏名                    ○印     

 

※学校記入欄 



＜申請に係る注意点＞ 
 

１ 小学校・中学校の両方にお子様が在学している場合は、申請書は小学校・中学校それぞれへご提出くだ

さい。 

※原本の提出先は小学校・中学校のどちらでも構いませんが、一方には“写し”をご提出ください。 

※下表の「必要な書類」欄に “ 写し “ の記載がない書類については、原本をご提出ください。 

２ 世帯員の中に確定申告を行っていない方がいる場合は、必ず申告を行ってください。 

（認定の可否は世帯の合計所得により審査・判定されます。未申告者がいる場合は認定されません。） 

 

＜申請書の添付書類について＞ 

・令和８年1月２ 日  

以 降に 紫 波 町に 転 入

さ れた 方  

・同世帯の家族が、町 

外に別で居住してい 

る場合 

下記のいずれかの書類を添付してください。 

・世帯全員の令和８年度所得課税証明書 

 （令和８年度の所得証明書の発行は、令和８年６月以降となりますので、先に申請書を提出いただ

き、後日、所得証明書を取得してご提出ください。） 

・世帯全員の令和７年中の給与所得の源泉徴収票の写し（勤務先で交付） 

・世帯全員の令和７年中の所得税の確定申告書の写し 

 

「申請の理由」 欄の 

項目３から８に該当す

る場合 

項目 必要な書類 お問い合わせ先 

３ 個人の事業税の減免 事業税減免決定通知書の写し 
岩手県盛岡広域振興局 

県税部 

４ 固定資産税の減免 

※不要 

必要に応じて担当課より 

紫波町税務課に照会します。 

- 

５ 国民年金の掛金の減免 
国民年金保険料免除申請承認 

通知書の写し 

盛岡年金事務所又は 

日本年金機構 

６ 国民健康保険料(税)

の減免または徴収の猶

予 

※不要 

必要に応じて担当課より 

紫波町税務課に照会します。 

- 

７ 児童扶養手当の受給 
児童扶養手当証書の写し 

(支給が確認できるページ) 

紫波町役場 

こども課 

８ 生活福祉資金貸付制

度による貸付け 
貸付資格決定通知書の写し 

貸付けを受けている 

社会福祉協議会 


